
 

 

 

排水設備工事指定店指定申請書の書類作成要領兼チェックシート 

（令和５年２月１日以降申請適用） 

 

関 係 書 類 の 名 称 作 成 要 領 及 び 詳 細 事 項 

（1） 

工事経歴書 

 

□様式Ａによる。 

□申請する日の直近過去３年に完成した分を記入すること。 

 例 申請日が R5.2.15の場合・・・R2.2から R5.1分まで 

（2） 

【法人の場合】 

定款及び登記事項証明

書 

【個人の場合】 

住民票記載事項証明書 

□各関係書類は最新の内容が反映されていることを十分に確認するこ

と。 

□定款は原本証明をしたものであること。 

□登記事項証明書及び住民票記載事項証明書は発行後３ケ月以内のも

のであること。 

（3） 

排水設備工事責任技術

者専属・解任届出書（様

式第２号） 

□排水設備工事責任技術者証及び雇用関係を証する書類（社会保険証

等）はＡ４版用紙に写したものを添付すること。 

□当該指定店に専属するすべての責任技術者を記入すること。 

（注）完成検査時は専属する責任技術者の立会いが必要となります。 

（4） 

市町村税に滞納がない

又は課税がない旨を証

する書類 

□市町村税に滞納がない又は課税がない旨を証する書類（発行後 1ケ月

以内。原本に限る）を以下のとおり添付すること。 

・証明書類の請求先 

（1）山田町内に指定を受ける事業所がある場合 

（注４に該当しない場合） 

□①山田町が発行する証明書 

（2）町外の事業所で指定を受ける場合 

□①山田町が発行する証明書 

□②指定を受ける事業所の所在地がある市町村が発行する証明書 

□証明書に関して、現年度分を含め取得できる過年分全てについて滞納

又は課税がない旨が記載されていること。 

（注） 

１ 納税証明書は以下の税目のうち、課税されたものが記載されてい

ること。 

法人の場合・・・法人市町村民税、固定資産税、軽自動車税（種別

割）、市町村県民税特別徴収 

個人の場合・・・市町村県民税、固定資産税、国民健康保険税、軽

自動車税（種別割） 

 ２ 市町村によっては滞納がないことを証する書類を発行していま



 

 

 

す。納税証明書に代えて提出可能です。 

 ３ 国税（所得税等）、県税（自動車税等）に関しては納税証明書等

の提出は不要です。 

 ４ 法人で指定を受けたい事業所が登記や定款にない営業所等の場

合、ご相談ください。 

（5） 

所有設備機材調書及び

その写真 

□様式Ｂによる。 

□様式Ｂに記載した名称と数量が写真と対照できること。 

（注）記入欄が足りない場合、適宜追加すること。複数枚となっても構

いません。 

（6） 

事業所の従業員名簿 
□様式Ｃによる。 

（7） 

事業所の平面図及び写

真並びに付近見取図 

□様式Ｄによる。 

（8） 

誓約書 
□様式第３号による。 

（9） 

電話番号等調書 

□様式Ｅによる。 

□FAX 番号及び E メールアドレスについて、外部への公開可否を選択

すること。 

（10） 

排水設備工事指定店指

定申請書の書類作成要

領兼チェックシート 

□本用紙 

（注）チェックボックスにレ点し、申請書と併せて提出してください。 

 

（注） 

１ 所在地（住所）、事業所名、代表者名が指定証に記載されます。所在地の住居表示や地番、事業

所名等については省略することなく正確に記入してください。 

２ 申請書類等は、Ａ４版のファイル（次頁参考）に綴り提出してください。 

 

 

 

 

  

ご不明な点等ありましたら、以下までお問合せください。 

山田町役場 

上下水道課下水道チーム 

下水道庶務係 

TEL：0193-82-3111（内線 347） 



 

 

 

 

・A4版ファイル作成例（この頁は提出不要です） 

 

 

 

 

 

 

 

 

排水設備工事指定店申請書 

【指定を受ける事業所名】 

表紙 背表紙 裏表紙 

管理番号を記入するため空けて

ください。 
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